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１【提出理由】

当社は、平成28年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成２８年６月２９日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金配当の件

　　　　　　イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　　　　　　　　１株につき金１５円 総額 ５７８，４５１，０３０円

　　　　　　ロ 効力発生日

　　　　　　　　平成２８年６月３０日

第２号議案 株式の併合の件

　　　　　　イ 併合の割合

　　　　　　　　１０株を１株に併合

　　　　　　ロ 効力発生日

　　　　　　　　平成２８年１０月１日

　　　　　　ハ 発行可能株式総数

　　　　　　　　１２，０００，０００株

 

第３号議案 取締役１１名選任の件

　　　　　　取締役として以下の各氏を選任する。

　　　　　　重任：右田裕之、塩田康海、北澤進、吉井郁雄、利根川操、堤孝二、宮﨑哲夫、大西利典

　　　　　　　　　　宮楠克久、森谷英之

　　　　　　　　　新任：中乗敬之

 

第４号議案 監査役３名選任の件

　　　　　　監査役として以下の各氏を選任する。

　　　　　　重任：大村欣也、野口博司

　　　　　　　　　新任：吉原正基

 

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

　　　　　　補欠監査役として、高橋泰憲氏を選任する。

 

第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

　　　　　　退任取締役吉岡成十省氏、同じく吉原正基氏及び退任監査役栗田修二氏に退職慰労金を贈呈する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金配当の件

29,179 25 0 (注)１ 可決 99.91

第２号議案
株式の併合の件

29,092 112 0 (注)２ 可決 99.62

第３号議案
取締１１名選任の件

   

(注)３

  

　右田　裕之 29,076 128 0 可決 99.56

　塩田　康海 29,109 95 0 可決 99.67

　北澤　進 29,149 55 0 可決 99.81

　吉井　郁雄 29,149 55 0 可決 99.81

　利根川　操 29,149 55 0 可決 99.81

　堤　　孝二 29,149 55 0 可決 99.81

　宮﨑　哲夫 29,149 55 0 可決 99.81

　大西　利典 25,166 4,038 0 可決 86.17

　宮楠　克久 25,134 4,070 0 可決 86.06

　森谷　英之 24,275 4,929 0 可決 83.12

　中乗　敬之 29,111 93 0 可決 99.68

第４号議案
監査役３名選任の件

   

(注)３

  

　大村　欣也 26,968 2,236 0 可決 92.34

　野口　博司 24,477 4,727 0 可決 83.81

　吉原　正基 28,853 351 0 可決 98.80

第５号議案
補欠監査役１名選任
の件

   
(注)３

  

　高橋　泰憲 24,273 4,931 0 可決 83.12

第６号議案
退任取締役及び退任
監査役に対する退職
慰労金贈呈の件

25,868 3,336 0 (注)１ 可決 88.58

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当しない。
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